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(57)【要約】
　腕の関節の炎症部位を圧迫するための圧迫包帯。圧迫
包帯は圧迫挿入体を受領するポケット部を含んでいる。
圧迫包帯はポケット部に連結され、圧迫包帯を腕に調整
式に固定させる帯体をさらに含んでいる。ポケット部の
帯体側とは反対側に連結されたバックルループは帯体を
調整式に受領して帯体のサイズを調節させる。さらに帯
体部とポケット部は、圧迫包帯が関節付近に炎症を有す
る人の腕に取り付けられたとき、ポケット部が炎症部位
を圧迫するように配置され、帯体部が関節の皺から離れ
て提供されるように設計されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧迫包帯であって、
　前記圧迫包帯を着用者の腕の炎症関節近辺に調整式に固定させる帯体部と、
　前記帯体部の１端に形成されたポケット部と、
　前記ポケット部の反対側縁部と連結するバックルループと、
　を含み、
　前記ポケット部は前記帯体部の対応する側縁部から該帯体部に直交する方向に十分には
み出た状態で提供されている少なくとも１つの側縁部と、圧迫挿入体を受け入れる挿入ポ
ケットと、を形成し、前記帯体部を通過させて受け入れるサイズであり、
　前記ポケット部が前記帯体部と前記バックルループとの間に配置されることを特徴とす
る、
　圧迫包帯。
【請求項２】
　前記ポケット部は、前記帯体部よりも０．６３５センチから２．５４センチ分幅広いこ
とを特徴とする、
　請求項１に記載の圧迫包帯。
【請求項３】
　前記帯体部は前記ポケット部に対して中央に配置され、
　前記ポケット部の０．３１７５センチから１．２７センチ分が前記帯体部の両側縁部か
らはみ出ていることを特徴とする、
　請求項２に記載の圧迫包帯。
【請求項４】
　請求項１に記載の圧迫包帯であって、
　パッド材料で形成されている材料の一体部の外面に取り付けられたループ式面ファスナ
材料と、
　前記ポケット部の端部近辺とは反対側の前記帯体部の端部近辺に取り付けられ、前記ル
ープ式面ファスナ材料に着脱式に係合するフック式面ファスナ材料の帯体と、
　を更に含んでいることを特徴とする、
　圧迫包帯。
【請求項５】
　請求項１に記載の圧迫包帯であって、
　前記ポケット部に受け入れられる圧迫挿入体を更に含み、
　前記圧迫挿入体は、基部と、該基部から延び出る隆起部と、を含み、
　前記基部は、前記隆起部よりも幅広いことを特徴とする、
　圧迫包帯。
【請求項６】
　前記ポケット部と前記帯体部とが一体式に形成されていることを特徴とする、
　請求項１に記載の圧迫包帯。
【請求項７】
　前記隆起部は略弓形の外面を有するリブ体であり、
　前記隆起部とは反対側の基部の側部が略平坦であることを特徴とする、
　請求項５に記載の圧迫包帯。
【請求項８】
　請求項６に記載の圧迫包帯であって、
　折曲部と該折曲部を前記一体式に形成された残りに連結する連結部との間に形成された
取付空隙部と、
　第１連結部と、前記折曲部を前記一体式に形成された残りに連結する第２連結部との間
に形成された挿入ポケットと、
　を備え、
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　前記ポケット部及びバックルループを固定するための前記取付空隙部は、該取付空隙部
の上に折曲げられて連結される材料の一体部の端部によって形成されており、
　前記第２連結部は、前記一体式に形成された端部近辺であることを特徴とする、
　圧迫包帯。
【請求項９】
　請求項１に記載の圧迫包帯であって、
　前記帯体部の幅と前記ポケット部の幅は、前記圧迫包帯が関節の炎症部位付近に取り付
けられているとき、前記ポケット部が炎症部付近を圧迫し、前記帯体部が関節の屈曲線か
ら離れるように設計されていることを特徴とする、
　圧迫包帯。
【請求項１０】
　前記関節は、肘であり、
　前記炎症は、外側上顆炎又は内側上顆炎であることを特徴とする、
　請求項９に記載の圧迫包帯。
【請求項１１】
　圧迫包帯であって、
　ポケット部と、
　前記ポケット部に連結される端部と取付端部との間で延びる長形帯体部と、
　前記圧迫包帯を取り付け状態にて調整式に固定するために前記長形帯体部と着脱式に係
合する帯体取付部と、
　を含み、
　前記帯体取付部は、前記圧迫包帯が大型の場合に前記長形帯体部と着脱式に係合する第
１部位と、前記圧迫包帯が小型の場合に前記長形帯体部と着脱式に係合する第２部位と、
を有し、前記ポケット部の反対側縁部付近で連結するバックルループを更に含み、
　前記バックルループは、前記帯体部を通過させて受け入れるサイズであることを特徴と
する、
　圧迫包帯。
【請求項１２】
　前記帯体取付部は、材料の一体式帯体であり、
　大型の場合には、前記第２部位が長形帯体部と係合しないように前記帯体部に隠蔽され
、小型の場合には、前記第２部位が前記長形帯体部と係合するように露出していることを
特徴とする、
　請求項１１に記載の圧迫包帯。
【請求項１３】
　前記帯体取付部は、少なくとも２つの取付短領域を含み、
　帯体取付部の前記第１部位は、前記帯体取付部の端部に近接して連結されており、
　帯体取付部の前記第２部位は、前記帯体部に連結されており、前記第１取付短領域とポ
ケット部との間に配置された第２取付短領域を含んでいることを特徴とする、
　請求項１１に記載の圧迫包帯。
【請求項１４】
　前記帯体部は、パッド材に取り付けられたループ式面ファスナ材料を含み、
　前記帯体取付部は、前記ループ式面ファスナ材料と着脱式に係合するフック式面ファス
ナ材料を含み、大型の場合には前記フック式面ファスナ材料のフックが露出しないように
前記パッド材と前記ループ式面ファスナ材料との間に第２部位が配置され、小型の場合に
は前記第２部位のフックが露出されることを特徴とする、
　請求項１１に記載の圧迫包帯。
【請求項１５】
　前記圧迫包帯は、前記第２部位のフックを露出させるように少なくともループ式面ファ
スナ材料とパッド材を切断することで調整できることを特徴とする、
　請求項１４に記載の圧迫包帯。
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【請求項１６】
　前記圧迫包帯は、前記第１部位を取り除くように該第１部位と前記第２部位との間で帯
体取付部を切断し調整できることを特徴とする、
　請求項１５に記載の圧迫包帯。
【請求項１７】
　前記圧迫包帯は、前記第１部位と前記取付端部の前記第２部位を固定する部位から該取
付端部に伸びている前記取付端部を含む部分とを、前記帯体取付部から取り外すことで大
型から小型に調節可能であることを特徴とする、
　請求項１２に記載の圧迫包帯。
【請求項１８】
　腕の炎症を起こしている関節近辺に圧力を加えるための圧迫包帯であって、
　ポケット部と、
　前記ポケット部内に挿入される圧迫挿入体と、
　前記ポケット部に近接する端部と取付端部との間で延びる長形帯体部と、
　本圧迫包帯を取り付け状態にて調整式に固定するために前記長形帯体部と着脱式に係合
する帯体取付部と、
　を含み、
　前記帯体取付部は、前記圧迫包帯が大型の場合に前記長形帯体部と着脱式に係合する第
１部位と、前記圧迫包帯が小型の場合に前記長形帯体部と着脱式に係合する第２部位と、
を有し、前記ポケット部の反対側縁部付近で連結するバックルループを更に含み、
　前記ポケット部は前記帯体部と前記バックルループとの間に配置されており、
　前記バックルループは前記帯体部を通過させて受け入れるサイズであり、
　前記圧迫包帯が関節付近に炎症を有する人の腕に取り付けられたとき、前記帯体部と前
記ポケット部は、該ポケット部が炎症部位を圧迫するように配置され、前記帯体部は関節
の屈曲線から離れていることを特徴とする、
　圧迫包帯。
【請求項１９】
　前記圧迫包帯は、前記第１部位と前記取付端部の前記第２部位を固定する部位から該取
付端部に伸びている前記取付端部を含む部分とを、前記帯体取付部から取り外すことで大
人サイズから子供サイズに調節可能であることを特徴とする、
　請求項１８に記載の圧迫包帯
【請求項２０】
　前記ポケット部は、前記帯体部の対応する側縁部から該帯体部に直交する方向に約０．
３１７５センチから約１．２７センチ分はみ出た状態で提供されている少なくとも１つの
側縁部を含んでいることを特徴とする、
　請求項１９に記載の圧迫包帯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的に整形外科器具に関する。さらに詳しくは、本発明は外側上顆炎及び内
側上顆炎に関わる痛みを緩和するための上腕部圧迫用の包帯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　野球やテニスをする人々、あるいは建設作業員等の肉体労働者がよく患う負傷は外側上
顆炎であり、一般的にテニス肘として知られている。一般的にテニス肘は肘に隣接した伸
筋腱の使用過多による外側上顆及びその近辺の腱の断裂によって引き起こされる。従って
、そのような負傷は反復的な肘の曲げ伸ばしを必要とする動作によって発症する。例えば
、ボールを投げたり、ラケットやハンマーを振ったり、あるいはドライバを捩る動作の反
復によって発症する。その他の普通に発症する類似負傷例は内側上顆炎であり、ゴルフ肘
としても知られている。ゴルフ肘は一般的に肘に隣接する屈筋腱の使用過多による内側上
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顆近辺の腱の断裂によって引き起こされる。
【０００３】
　テニス肘やゴルフ肘に起因する痛みの緩和及び治療の最良方法は腕に痛みを引き起こす
活動を停止し、腕を治癒させることである。このようなことは、例えば週末だけにスポー
ツを楽しむ人々には可能であろうが、肉体労働者やプロスポーツ選手には容易なことでは
ない。
【０００４】
　腱に加えられた圧力がさらなる痛みの発生を防止することは知られている。この圧力は
炎症部位（負傷部位）には直接的に加えられず、炎症組織に可能な限り近接する健康な腱
組織に加えられる。事実、その圧力は炎症部位と手首屈筋又は手首伸筋との間に二次的な
接着点を発生させることで、筋が負傷した部分の筋を引っ張ることを妨げる。一般的には
これでテニス肘やゴルフ肘に関わる痛みが緩和及び／又は取り除かれ、炎症部位を回復さ
せて治癒させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　肘の継続的な使用を可能にしつつテニス肘やゴルフ肘に関わる炎症の進行を止め、又は
痛みを軽減するように患部に圧力を加え、あるいはサポート力を提供するよう設計されて
いる多数の器具が存在する。上顆の引張を低減させるために筋肉を圧迫する器具も存在す
る。そのような器具はテニス肘に関連する痛みを大きく軽減するのには有効であるが、筋
肉の収縮動作を規制し、筋肉活動を制限することが多い。腱に一層の圧力を加えるために
さらに上顆に接近させて配置される器具も存在する。これらの器具はしばしば使用者に痛
みを与える。なぜなら圧力を患部近くで加えるためにしばしば器具のストラップが肘の屈
曲線に入り込むからである。この痛みが腕の可動域に影響を与えたり制限したりする。さ
らに、多くの器具は大人サイズ又は子供サイズで製造されているため、たとえ調整式であ
ろうとも十分ではなく、１製品のみで大人と子供の両方が適切に利用できる器具は存在し
ない。
【０００６】
　従ってテニス肘及びゴルフ肘の症状に対処するための改良器具の需要が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある実施例において、テニス肘、ゴルフ肘あるいは他の関節近辺の炎症に対処
すべく圧力を加える改良された圧迫包帯が提供される。この改良圧迫包帯は構造が単純で
ある。さらに、この改良圧迫包帯はテニス肘に対処すべく必要圧力を効果的に加える。特
に、この器具は、従来の器具のように筋肉機能を規制することなく炎症患部に必要圧力を
加える整形器具を保持することができるポケット部を含み、肘の屈曲線には関連させずに
腕に巻き付けられるストラップを含む。
【０００８】
　他の実施例において、圧迫包帯には大人サイズから子供サイズにまでサイズ調整できる
ように複数の包帯が提供されている。他の実施例において、１本の長形取付帯体が利用さ
れている。どちらの実施例においても、圧迫包帯の一部が取り外し可能であり、圧迫包帯
全体の長さを短縮させることができる。特に、圧迫包帯を短くするとき、それら複数の取
付帯体の少なくとも１つの帯体が取り外されるか、長形取付帯体の一部が切断される。
【０００９】
　更に、他の実施例において、改良された圧迫包帯は、圧迫包帯を着用者の腕の炎症関節
近辺に調整式に固定させる長形帯体部を含む。ポケット部は帯体部の一端に形成されてお
り、帯体部の対応する側縁部から帯体部に直交する方向に十分にはみ出た状態で提供され
ている少なくとも１つの側縁部を含んでいる。このポケット部は圧迫挿入体を受け入れる
挿入ポケットを形成している。帯体部が帯体部を通過させて受領するとき、帯体部を通過
させて受領するサイズのバックルループがポケット部の反対側縁部と連結する。
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【００１０】
　本発明の他の実施例では一般的に改良圧迫包帯はポケット部と長形帯体部とを含む。帯
体取付部は帯体部と連結している。帯体取付部は帯体部と着脱式に係合する第１部と第２
部とを含む。大型の場合には第１部が帯体部と着脱式に係合し、小型の場合には第２部が
帯体部と着脱式に係合する。帯体部が帯体部を通過させて受領するときバックルループは
帯体部の反対側縁部近辺と連結する。複数の取付部は大人サイズと子供サイズとの間で圧
迫包帯を容易に長さ調整させる。
【００１１】
　本発明の別実施例では帯体部の一部と帯体取付部を取り除くことで圧迫包帯は大型サイ
ズから小型サイズに長さ調節できる。
【００１２】
　本発明の他の特徴、目的及び利点は添付図面を参考にして以下の詳細な説明を読めば明
確になるであろう。
【００１３】
　明細書の一部を構成する添付図面は本発明のいくつかの特徴を図示しており、下記の解
説と共に本発明の原理を説明している。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施例における圧迫包帯の斜視図である。
【図２】図２は、腕に取り付けられている形態の圧迫包帯を有した図５の圧迫包帯の側面
図である。
【図３】図３は、図１の圧迫包帯の平面図である。
【図４】図４は、図１の圧迫包帯の底面図である。
【図５】図５は、図１で示す補装具挿入体の上方斜視図である。
【図６】図６は、図１で示す補装具挿入体の正面図である。
【図７】図７は、図１の圧迫包帯の側面図である。
【図８】図８は、圧迫包帯の長さ調節機能を説明するために１端部が切り取られた状態で
ある図１の圧迫包帯の側面図である。
【図９】図９は、外側に向けられた腕の肘部分に巻き付けられた図１の圧迫包帯を図示す
る。
【図１０】図１０は、内側に向けられた肘部分に巻き付けられた図１の圧迫包帯を図示す
る。
【図１１】図１１は、１体の取り付け帯体を有した圧迫包帯の別実施例の平面図である。
【図１２】図１２は、図１１の実施例の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は特定の好適実施例に関して解説されているが、本発明をこれらの実施例に限定
されるものではない。また、本発明の「請求の範囲」で定義される本発明の精神と範囲内
に含まれる全代用物、改良物及び均等物を含む。
【００１６】
　図１は、本発明のある実施例における圧迫包帯１０を図示する。圧迫包帯１０は一般的
にポケット部１２と帯体部１４とを含む可撓体１１を含む。ポケット部１２は肘の炎症部
に圧力を加えるために圧迫包帯挿入体２２を着脱式に受け入れる受入ポケット１８を形成
する。帯体部１４は着用者の腕に圧迫包帯１０を調整式に固定させる。
【００１７】
　可撓体１１は一般的にループ式の面ファスナの帯体３０に縫合されているパッド材の長
形帯体２６で形成されている。ある実施例ではパッド材の帯体２６はフレキシブルな伸縮
性である。パッド材の帯体２６はネオプレン材又はフォーム材で形成またはそれらを含ん
で形成できる。さらに、このフォーム材又はネオプレン材は伸縮性布バッキングに接着さ
せることができる。パッド材の長形帯体２６のこのフレキシブルな伸縮特性は可撓体１１
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を屈曲させ、立体形状である着用者の腕の肘領域に密着させる。
【００１８】
　ベルクロ等の面ファスナでなるループ式帯体３０は可撓体１１の材料でなる第２層を形
成する。この面ファスナのループ式帯体３０はパッド材の長形帯体２６と縫合される。縫
合部は破線で図示されている。ある実施例では面ファスナのループ式帯体３０はフレキシ
ブルであるが実質的には非伸縮性である。この実施例による面ファスナの帯体３０の非伸
縮性はパッド材の長形帯体２６に対するサポート力を提供し、圧迫包帯１０を着用者の肘
領域周囲で締め付けさせ、パッド材の長形帯体２６の伸張を防止する。面ファスナのルー
プ式帯体３０も圧迫包帯１０に着脱式で調整式である固定機能を提供する。
【００１９】
　圧迫包帯１０はポケット部１２に隣接して可撓体１１に取り付けられるＤ形状リング３
４のごとき形状のバックルループをさらに含んでいる。このＤ形状リング３４は一般的に
長方形であり、好適にはプラスチック製である。しかしながら、このＤ形状リング３４は
長方形である必要はなく、金属のごとき剛質材料で製造することもできる。図２で明示す
るように、ポケット部１２に隣接して形成されている取り付け空隙部３６が、Ｄ形状リン
グ３４を可撓体１１に固定させるためにＤ形状リング３４の１側部をその中に受け入れ、
固定する。この取り付け空隙部３６は折曲げ部３８にて可撓体１１の一部を折畳み、可撓
体１１の２枚の重なり層を縫合部４０にて互いに縫合することで形成される（図１参照）
。ある実施例ではこの取り付け空隙部３６を形成する材料部分は内側にテーパ加工されて
おり、折曲げ部３８とＤ形状リング３４がポケット部１２の幅よりも狭くなるようにして
いる。
【００２０】
　Ｄ形状リング３４は帯体部１４を通過させて受け入れるサイズである。図２で図示する
ようにＤ形状リング３４は帯体部１４を折り返させるように機能する。特に、帯体部１４
の自由端４４はＤ形状リング３４の開口部を通過して折り返し、面ファスナのループ状帯
体３０と着脱式に係合するベルクロ等のフック式固定材料でなる取付帯体４８を使用して
固定される。この形態によって帯体部１４をＤ形状リング３４に通して折り返させ、ルー
プ式固定材のループ状帯体３０を取付帯体４８と係合させることで圧迫包帯１０のサイズ
は容易に調整可能となる。
【００２１】
　図３と図４で明確に図示するように、取付帯体４８はＤ形状リング３４の反対側で圧迫
包帯１０の自由端４４を形成する。取付帯体４８は縫合部５０にて面ファスナのループ式
帯体３０とパッド材の帯体２６との間で縫合される。
【００２２】
　Ｄ形状リング３４近辺の下方に位置する腕ガード５２は着用者の腕とＤ形状リング３４
とが直接的に接触しないようにしており、着用の快適性に貢献している。腕ガード５２は
フォーム材、ネオプレン材又は他のパッド材で形成できる。好適には、腕ガード５２は取
付空隙部３６を形成するように縫合部４０で可撓体１１に縫合される。
【００２３】
　前述したように、圧迫包帯１０のポケット部１２は圧迫包帯挿入体２２を受け入れる受
入ポケット１８を形成する。この受入ポケット１８は可撓体１１の重なっている層間に形
成される。特に、可撓体１１の重なる層は縫合部５６と縫合部４０とで互いに縫合されて
おり、内部に受入ポケット１８を形成している。図２で図示するようにポケットは圧迫包
帯１０が固定された状態であるときに圧迫包帯１０で形成されるループの中心方向に向か
って突き出ている。
【００２４】
　図１と図２で示すように、受入ポケット１８を形成する可撓体１１の２層は受入ポケッ
ト１８の端にて縫合部４０と５６で互いに縫合されているだけであり、圧迫包帯１０の両
側から圧迫包帯挿入体２２の位置を調節するためのアクセスを提供する受入ポケット１８
の側縁部では縫合されていない。このように、圧迫包帯挿入体２２を圧迫包帯１０から外



(8) JP 2010-508072 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

して圧迫包帯１０の圧力を調整するために裏返したり回転させたりすることができる。よ
って、圧迫包帯挿入体２２を１８０度回転させるだけで腕ガード５２とＤ形状リング３４
を同様の位置に向けながら、圧迫包帯を着用者の左右のどちらの腕にも適用させることが
できる。
【００２５】
　図５と図６では、圧迫包帯挿入体２２は基部６２と隆起部６４とを含んでおり、略月形
である。ある実施例では圧迫包帯挿入体２２は半圧縮性である。他の実施例では圧迫包帯
挿入体２２はシリコンゴム又は同様の材料から形成されている。図７と図８に図示するよ
うに圧迫包帯挿入体２２を、隆起部６４を下側にして可撓体１１の短い折曲げ部分側に向
けて受入ポケット１８内に配置するか（図７参照）、又は基部６２を下側にして可撓体１
１の短い折曲げ部分側に向けて配置する（図８参照）こともできる。肘の炎症部にさらに
局所的に圧迫量を提供することが望ましい場合には、圧迫包帯挿入体２２を図７に示すよ
うに配置する。この形態では隆起部６４は着用者の肘領域をさらに集中的に圧迫する。局
所的ではなく分散した圧迫力を肘の炎症部に提供することが望ましい場合には、圧迫包帯
挿入体２２を図８に示すように配置する。この形態では基部６２の広い表面領域が圧迫力
をさらに均等に分散させる。
【００２６】
　図７に示すように、図示の実施例は第２取付帯体７０を含んでいる。この第２取付帯体
７０は面ファスナのループ状帯体３０とパッド材の長形帯体２６との間でポケット７１内
に配置される。縫合部７２は第２取付帯体７０の一端を２層間で固定する。第２取付帯体
７０の他の３側縁部は自由な状態であり縫合されていない。第２取付帯体７０は他の取り
付け機構として機能し、圧迫包帯１０を大人サイズ（大型サイズ）から子供サイズ（小型
サイズ）までの小柄な着用者に合うように変更させる。１サイズの圧迫包帯を製造および
販売するだけで実質的にどのようなサイズの着用者にも合うように当初から設計できるた
め、この形態は非常に有利である。
【００２７】
　小柄な着用者のために圧迫包帯１０を短縮する必要がある場合には、着用者は縫合部７
２を超える不要な長さ分の材料を取り除く。特に着用者は面ファスナのループ状帯体３０
とポケット部７１内のパッド材の長形帯体２６を切断するだけである。そうすると第１取
り付け帯体４８と、取り付け帯体４８が固定される帯体部１４の一部は可撓体１１の残り
から切断されて取り外される。使用者は、第２取り付け帯体７０の表面領域の多くが圧迫
包帯１０を定位置に固定させるべく露出されるよう、帯体部１４を切除することが望まし
い。前述の実施例は２体の取り付け帯体を有するものについて述べたが、２体以上の取り
付け帯体を使用することもできる。
【００２８】
　他の実施例では圧迫包帯１１０は、前述した実施例の２体の他の取付帯体４８と７０の
代わりに、露出部１４８と隠蔽部１７０とを含んだ１体の長形の取付帯体１７１のみを含
んでいる。長形の取付帯体１７１は縫合部１７２と帯体部１１４の全長の側縫合部とで固
定されている。圧迫包帯１１０を帯体部１１４、すなわち面ファスナ１３０とパッド材の
長形帯体１２６及び長形の取付帯体１７１を切断することで大型サイズから小型サイズに
短縮することができる。帯体部１１４の自由端（すなわち露出部１４８近辺部）と縫合部
１７２との間の何処かが切断される。余分な長さ分を取り除いた後、面ファスナ１３０の
層を取り除くか、又は長形の取付帯体１７１の残り部分を露出させるように折曲げる。帯
体部１１４の切断後は、好適には長形取り付け帯体１７１の隠蔽部１７０が約３／４イン
チ（１．９０５センチ）から約２インチ（５．０８センチ）残る。切断後、長形取り付け
帯体１７１は縫合部１７２を介して主に帯体部１１４に固定される。
【００２９】
　ある実施例では横縫い、すなわち縫合部１７２等の代わりにバックタックを利用してい
る。バックタックは縫合部を固定するために１つの縫い目を複数回通過させて提供できる
。さらに他の実施例では、帯体部１４の余剰部分が取り除かれたときに未縫合状態となる
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クタックすることができる。
【００３０】
　図３と図４に示すように、ポケット部１２の幅は帯体部１４の幅よりも広い。ポケット
部１２のそれぞれの側縁が帯体部１４の側縁から約１／８インチ（０．３１７５センチ）
から約１／２インチ（１．２７センチ）はみ出るようにポケット部１２の幅を形成するこ
とができる。このようにポケット部１２の側縁は帯体部１４の側縁から外側にはみ出てい
る。言い換えればポケット部１２の側縁は帯体部１４の側縁から圧迫包帯１０に対して略
垂直方向にはみ出ている。
【００３１】
　図９と図１０では着用者の腕に取り付けられた状態を図示しており、ポケット部１２は
腕の肘領域の外側７８付近に配置されており、帯体部１４は肘領域の内側８０付近に配置
されている。圧迫包帯１０の形態、すなわち帯体部１４よりも幅広いポケット部１２を有
するものは、受入ポケット１８内の圧迫包帯挿入体２２をさらに簡単に、腱の炎症部に近
接させて、すなわち腱に実質的に接触せずに上方で、帯体部１４を着用者の肘の屈曲線７
６内に入り込ませずに、前腕筋の動作を制限するように配置できるため非常に効果的であ
る。肘の屈曲線７６に影響しないので、圧迫包帯１０は肘の運動を制限せず、肘の屈曲線
７６に何度もこすれて炎症を起こすこともない。
【００３２】
　図示の実施例では帯体部１４が肘領域の屈曲線７６に影響しないように、ポケット部１
２の両側縁を帯体部１４の側縁とはずれた状態にしてポケット部１２を炎症部付近に配置
させているが、この効果を提供するようにポケット部１２をその他の形態にしてもよい。
例えば、ポケット部１２の片側だけを帯体部１４の側縁からはみ出させてもよく、帯体部
１４とポケット部１２を実質的に均等な幅にしてポケット部を帯体部からずらしてもよい
。しかしながら、このような形態では１本の圧迫包帯１０は左右いずれか一方の腕に利用
できるだけとなる。
【００３３】
　ここで引用した公報、特許出願及び特許を含んだ全ての引用文献の内容を本明細書に援
用する。
【００３４】
　本発明の説明において、特に以下のクレームにおいて、特に指定されていない限り単数
、複数を区別せずに両方に解釈するものとする。"含む"、"有する"の用語は、特に指定さ
れていない限り"含んでいるがこれに限定しない"、の意味である。特に指定されていない
限り、範囲で示した値は範囲内の個別値を例示的に示しただけである。特に指定していな
い限り、説明した方法を別な順序で実施することができる。あらゆる実施例や"等"の用語
は本発明をより分かりやすく説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するもので
はない。明細書中の全説明は本発明の実施に必要ではあるが「請求の範囲」に含まれない
と解釈されるべきではない。
【００３５】
　本発明を実施するための最良態様を含み、本発明の好適実施例について説明した。これ
ら実施例の細部の変更は当業者であれば前述の説明を読めば明らかであろう。当業者がそ
れらの変更を適切に利用して明細書の説明とは別の方法で実施することも想定内である。
従って本発明は法律で認められる範囲で「請求の範囲」にて定義された全改良物及び均等
物を含んでいる。さらに、明示されている場合や矛盾する場合を除き、前述の要素のあら
ゆる組合せや変更も本発明に包含される。
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